
平成２４年 １月１１日 

 

株式会社 岩  手  銀  行  

 

でんさいセミナーの開催について 

 

 岩手銀行（頭取 高橋 真裕）では、下記のとおり「でんさいセミナー」を開催すること

と致しましたので、お知らせいたします。 

 （注）「でんさい」については後述。 

記 

１．開催日時・会場 

  平成 24 年 1 月 30 日（月） 14 時～16 時 

  本店 9 階 大会議室 

 

２．テーマ 

  電子記録債権制度とでんさいネットの仕組みと実際について 

  ＜講師＞ 株式会社 全銀電子債権ネットワーク 

       代表執行役社長  松本 康幸 氏 

 

３．定 員 

  先着 100 名 

 

４．参加費 

  無 料 

 

５．申込期限 

  １月２３日（月） 

 

以 上 

 

 



＜参考＞ 「でんさい」とは 

・中小企業など事業者の資金調達の円滑化を図るために創設された制度（電子記録債権）

で、24 年 5 月よりスタートします。国内すべての金融機関が参加する前提としており、

いずれは国内標準の仕組みになると考えられています。 

・手形や売掛金（買掛金）が電子化されることにより、以下のメリットが生まれます。 

（１）支払企業（債務者）のメリット 

  ・手形発行事務の軽減、手形搬送コストの削減。 

  ・印紙税負担なし。 

  ・手形、振込、一括決済など複数の支払い手段を一本化することによる効率化。 

（２）納入企業（債権者）のメリット 

  ・（電子化により）手形紛失や盗難の恐れなし。管理コスト削減。 

  ・従来は売掛金であったものを含め分割譲渡・割引可能。 

  ・期日に銀行口座に自動入金されるので、取立手続き不要。 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社岩手銀行 営業統括部 池田 

電話 ０１９－６２３－１１１１（代表） 内線２５６９ 

 

 

総合企画部／〒020-8688 岩手県盛岡市中央通１－２－３ TEL.019-623-1111（代表） 


